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二

千

九

百

九

十

九

号

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
土
壌
汚
染
対
策
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

区
域
の
指
定
の
解
除

(

環
境
管
理
課)

七
一
三
ペ
ー
ジ

○
林
業
用
種
苗
生
産
事
業
者
の
登
録
の
失
効

(

森
林
整
備
課)

七
一
三

○
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知

(

治

山

課)

七
一
四

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

七
一
四

訓

令

甲

○
岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(
法
務
・
情
報
公
開
課)

七
一
四

公

示

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

管

財

課)

七
一
六

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

情
報
企
画
課)

七
一
六

○
飼
料
の
試
験
結
果

(

畜

産

課)
七
一
七

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

農
地
整
備
課)
七
一
八

○
公
共
測
量
の
実
施

(

用

地

課)

七
一
八

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

七
一
九

告

示

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法(

平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号)

第
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域(

以
下｢

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域｣

と
い
う
。)

の
指
定
を
次
の
と
お
り
解
除

す
る
。平

成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
を
解
除
す
る
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

平
成
二
十
九
年
岐
阜
県
告
示
第
七
十
八
号
に
よ
り
指
定
し
た
区
域(

各
務
原
市
蘇
原
三
柿
野
町
字

中
之
島
一
四
二
番
、
字
村
中
一
〇
八
番
三
、
字
宮
裏
一
八
七
番
、
字
宮
東
二
〇
二
番
二
及
び
字
村
裏

二
九
七
番
の
各
一
部)

の
う
ち
、
各
務
原
市
蘇
原
三
柿
野
町
字
中
之
島
一
四
二
番
の
一
部

二

指
定
に
係
る
特
定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

当
該
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
に
お
い
て
講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去(

基
準
不
適
合
土
壌
の
掘
削
に
よ
る
除
去)

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
一
号

林
業
種
苗
法(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号)

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
生
産

事
業
者
の
登
録
が
失
効
し
た
の
で
、
同
法
第
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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(

火
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日

金
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日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日



道
路
の
種
類 一

六
〇
八

登
録
番
号路

線
名

奥
村

錠
市

瑞
浪
市
大
湫
町
九
三
の
二

氏
名
及
び
住
所

区

間
苗
木 生

産
事
業
の
内
容

幼
苗
の
育
成

区
域
変
更
前
後
別

敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)

奥
村

錠
市

瑞
浪
市
大
湫
町
九
三
の
二

事
業
所
の
名
称
及
び
所
在
地

延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

県
道

道
路
の
種
類 県

道

金

山

上
之
保
線

路
線
名

長

森

各
務
原
線

下
呂
市
金
山
町
戸
部
字
丸
野

一
七
四
〇
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
七
四
八
番
一
地
先
ま
で

区

間

各
務
原
市
各
務
お
が
せ
町
九

丁
目
四
〇
三
番
地
先
か
ら

同

市
同

町
九

丁
目
四
一
四
番
二
地
先
ま
で

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜��･� �･�〜��･���･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ��･� ��･�
備

考

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
二
号

森
林
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
か

ら
保
安
林
の
解
除
を
し
よ
う
と
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の

内
容
を
告
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

中
津
川
市
付
知
町
字
分
田
六
七
七
の
一
、
六
七
八
の
二
、
六
七
八
の
三
、
七
〇
九
の
六

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

指
定
理
由
の
消
滅

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
三
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
岐
阜
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
五
百
六
十
四
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維

持
課
及
び
岐
阜
県
下
呂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訓

令

甲

岐
阜
県
訓
令
甲
第
二
十
六
号

庁
中
一
般

各
現
地
機
関
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岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
公
文
書
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
公
文
書
規
程(
昭
和
四
十
四
年
岐
阜
県
訓
令
甲
第
一
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
三
条
の
二｣
を｢
第
三
条
の
四｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
二
中｢

作
成
す
る
も
の
と
す
る｣

を｢

作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

に
改
め
、
同
条
に

次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
文
書
に
は
、
政
策
立
案
並
び
に
事
務
及
び
事
業
の
実
施
の
方
針
に
影
響
を
及
ぼ
す
打
合
せ

等(

外
部
の
者
と
の
打
合
せ
等
を
含
む
。
以
下
同
じ
。)

の
内
容
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

(

文
書
の
正
確
性
の
確
保)

第
三
条
の
三

前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
文
書
の
作
成
に
当
た
つ
て
は
、
文
書
の
正
確
性
を
確
保
す

る
た
め
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
複
数
の
職
員(
当
該
打
合
せ
等
に
出
席
し
た
職
員
を

含
む
。)

の
確
認
を
受
け
た
後
、
本
庁
に
あ
つ
て
は
文
書
取
扱
責
任
者(
第
六
条
に
規
定
す
る
文
書

取
扱
責
任
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。)

の
、
現
地
機
関
等
に
あ
つ
て
は
文
書
取
扱

責
任
者
又
は
主
務
課
長
の
確
認
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
上
司
か
ら
文
書
の
作
成
に
関
す

る
指
示
が
あ
つ
た
場
合
は
、
当
該
上
司
の
確
認
を
併
せ
て
受
け
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
文
書
に
外
部
の
者
の
発
言
等
に
係
る
部
分
が
含
ま
れ
る
と
き
は
、

当
該
打
合
せ
等
に
出
席
し
た
職
員
の
確
認
を
受
け
た
後
、
可
能
な
限
り
、
当
該
外
部
の
者
の
確
認
を

受
け
る
も
の
と
す
る
。

(

文
書
の
不
適
正
な
取
扱
い
の
禁
止)

第
三
条
の
四

職
員
は
、
文
書
を
偽
造
し
、
変
造
し
、
若
し
く
は
改
ざ
ん
し
、
虚
偽
の
文
書
を
作
成
し
、

又
は
文
書
を
毀
棄
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
の
三
の
見
出
し
中｢

に
よ
り｣

を｢

を｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

、
必
要
な
場
合
に

限
り｣

を
削
り
、｢

出
力
し｣

を｢

出
力
し
た
場
合
は｣

に
、｢

こ
と
が
で
き
る｣

を｢

も
の
と
す
る｣

に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
項
中｢

三
十
年
、
十
五
年
、
十
年
、
五
年
、
三
年
、
一
年
及
び
事
務
処
理
上
必
要

な
一
年
未
満
の
期
間｣

を｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分｣

に
、｢

次
の｣

を｢

当
該｣

に
改
め
、
同
項

第
二
号
中｢

及
び
出
張｣

を
削
り
、｢

も
の｣

の
下
に｢(

旅
費
、
交
際
費
、
対
外
交
流
費
及
び
会
議
費

の
支
出
及
び
支
払
に
係
る
も
の
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。

ロ

会
計
に
関
す
る
も
の(

第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。)

第
三
十
五
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項
第
七
号｣

を｢

第
一
項
第
七
号｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
経
緯
も
含
め
た
意
思
決
定
に
至
る
過
程
並
び
に
事
務
及
び
事
業
の
実
績

の
合
理
的
な
跡
付
け
又
は
検
証
の
た
め
に
必
要
と
な
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
上
の
保
存
期
間

を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て｢(

完
結
文
書
の
整
理
及
び
保
管)｣

を
付
し
、
同
条
第
一
項
中｢

文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の｣

を｢

電
子
文
書｣

に
改
め
、
同
項
後
段
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中｢

第
一
項
前
段｣

を｢

第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項｣

を｢

前
二
項｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
収
納
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
文
書
は
、
保
管
庫
等

に
整
理
し
て
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
十
六
条
の
二
を
第
三
十
六
条
の
三
と
し
、
第
三
十
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
三
十
六
条
の
二

完
結
文
書(

第
三
十
五
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
該

当
す
る
電
子
メ
ー
ル
に
限
る
。)

は
、
こ
れ
を
紙
に
出
力
し
た
も
の
を
完
結
文
書
と
み
な
し
て
、
前

条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
完
結
文
書
で
電
子
文
書
と
し
て
保
管
す
べ
き
理
由
が
あ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
主
務
課
に
お
い
て
、
所
属
の
職
員
が
共
有
す
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
、

フ
ァ
イ
ル
ご
と
に
整
理
し
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
の
四
の
見
出
し
中｢

に
よ
り｣

を｢

を｣

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中｢

、
必
要
な
場
合

に
限
り｣

を
削
り
、｢

出
力
し｣

を｢

出
力
し
た
場
合
は｣

に
、｢

こ
と
が
で
き
る｣

を｢

も
の
と
す
る｣

に
改
め
る
。

第
六
十
八
条
第
一
項
中｢

三
十
年
、
十
五
年
、
十
年
、
五
年
、
三
年
、
一
年
及
び
事
務
処
理
上
必
要

な
一
年
未
満
の
期
間｣

を｢

次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分｣

に
、｢

次
の｣

を｢

当
該｣

に
改
め
、
同
項

第
二
号
中｢
及
び
出
張｣

を
削
り
、｢

も
の｣

の
下
に｢(

旅
費
、
交
際
費
、
対
外
交
流
費
及
び
会
議
費

の
支
出
及
び
支
払
に
係
る
も
の
に
限
る
。)｣

を
加
え
、
同
項
第
四
号
中
ロ
を
ハ
と
し
、
イ
の
次
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。
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公

示

ロ

会
計
に
関
す
る
も
の(

第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。)

第
六
十
八
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中

｢

前
項｣

を

｢

前
二
項｣
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
経
緯
も
含
め
た
意
思
決
定
に
至
る
過
程
並
び
に
事
務
及
び
事
業
の
実
績

の
合
理
的
な
跡
付
け
又
は
検
証
の
た
め
に
必
要
と
な
る
文
書
に
つ
い
て
は
、
一
年
以
上
の
保
存
期
間

を
設
定
す
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
九
条
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て｢(

完
結
文
書
の
整
理
及
び
保
管)｣

を
付
し
、
同
条
第
一
項
中｢
文
書
管
理
シ
ス
テ
ム
に
よ
り
保
存
さ
れ
て
い
る
も
の｣

を｢

電
子
文
書｣

に
改
め
、
同
条
後
段
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中｢

第
一
項
前
段｣

を｢

第
一
項｣

に
改
め
、
同
項
を
同

条
第
五
項
と
し
、
同
条
中
第
三
項
を
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
中｢

前
項｣

を｢

前
二
項｣

に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト
に
収
納
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
文
書
は
、
保
管
庫
等

に
整
理
し
て
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
九
条
の
二
を
第
六
十
九
条
の
三
と
し
、
第
六
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
六
十
九
条
の
二

完
結
文
書(

第
六
十
八
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
該

当
す
る
電
子
メ
ー
ル
に
限
る
。)

は
、
こ
れ
を
紙
に
出
力
し
た
も
の
を
完
結
文
書
と
み
な
し
て
、
前

条
の
規
定
を
適
用
す
る
。

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
の
完
結
文
書
で
電
子
文
書
と
し
て
保
管
す
べ
き
理
由
が
あ
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
主
務
課
に
お
い
て
、
所
属
の
職
員
が
共
有
す
る
電
磁
的
記
録
媒
体
に
複
写
し
、

フ
ァ
イ
ル
ご
と
に
整
理
し
て
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附
則
第
八
項
中

｢

第
三
十
六
条
の
二｣

を

｢

第
三
十
六
条
の
三｣

に
、｢

第
六
十
九
条
の
二｣

を

｢

第
六
十
九
条
の
三｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
第
三
十
五
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
四
号
並
び
に
第
六
十
八
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第

四
号
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
度
以
後
に
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
に
つ
い
て
適
用
し
、
平

成
三
十
年
度
以
前
に
作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
文
書
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
購
入
物
品
及
び
数
量
岐
阜
県
庁
舎
で
使
用
す
る
電
気
(予
定
数
量
)
3,367,000kW

h

２
供
給
期
間
平
成
30年
11月
１
日
０
時
か
ら
平
成
31年
10月
31日
24時
ま
で

３
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

４
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
30年
８
月
31日

５
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
30年
10月
11日

６
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
東
新
町
１
番
地

中
部
電
力
株
式
会
社

代
表
取
締
役
社
長
社
長
執
行
役
員
勝
野
哲

７
落
札
金
額
49,545,400円

８
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
管
財
課

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
行
政
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
｢Ｒ
Ｅ
Ｎ
Ｔ
Ａ
Ｉ
｣
等
の
機
器

更
新
及
び
維
持
管
理
業
務
一
式
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Ｊ
Ａ
東
日
本
く

フ
ィ
ー
ド
・
ワ

ン
株
式
会
社

名
古
屋
工
場

愛
知
県
名
古
屋

市
港
区
船
見
町

19番
地

フ
ィ
ー
ド
・
ワ

ン
株
式
会
社

名
古
屋
工
場

愛
知
県
名
古
屋

市
港
区
船
見
町

19番
地

製
造
事
業
場
等

の
名
称
及
び

所
在

地

Ｊ
Ａ
東
日
本
く

㈱
石
地
丹
生

川
ス
ト
ッ
ク
ポ

イ
ン
ト

高
山
市
丹
生
川

町 ㈱
石
地
丹
生

川
ス
ト
ッ
ク
ポ

イ
ン
ト

高
山
市
丹
生
川

町 収
去
場
所

ノ
ー
サ
ン
印
若
令

牛
育
成
用
・
肉
用

牛
繁
殖
用
配
合
飼

料わ
か
う
し
育
成
バ

ル
キ
ー

ノ
ー
サ
ン
印
肉
用

牛
肥
育
用
配
合
飼

料Ｈ
Ｂ
28Ｓ

飼
料
の
名
称

H
30.6

H
30.6

製
造

(輸
入
)

年
月

同
上

栄
養
成
分
等
―

粗
た
ん
白
質
､

粗
脂
肪
､
粗
繊

維
､
粗
灰
分
､

カ
ル
シ
ウ
ム
､

リ
ン 試
験
項
目

無 無

違
反
の

有
無
及

び
違
反

の
内
容

清
水
港
飼
料
株

式
会
社
鹿
島

工
場
茨
城
県
神
栖
市

東
深
芝
４
―
８

㈱
オ
ー
ル
イ
ン

ワ
ン
西
日
本

工
場
香
川
県
東
か
が

わ
市
三
本
松
21

23番
地

中
部
飼
料
株
式

会
社
本
社
工

場愛
知
県
知
多
市

北
浜
町
14―
６

中
部
飼
料
株
式

会
社
本
社
工

場愛
知
県
知
多
市

北
浜
町
14―
６

豊
橋
飼
料
株
式

会
社
豊
橋
工

場愛
知
県
豊
橋
市

明
海
町
５
―
９

Ｊ
Ａ
東
日
本
く

み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
知
多
工

場愛
知
県
知
多
市

北
浜
町
16番
地

Ｊ
Ａ
東
日
本
く

み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
知
多
工

場愛
知
県
知
多
市

北
浜
町
16番
地

み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
知
多
工

場愛
知
県
知
多
市

北
浜
町
16番
地

大
野
運
輸
株
式

会
社
高
山
市
丹
生
川

町
町
方
190

大
野
運
輸
株
式

会
社
高
山
市
丹
生
川

町
町
方
190

高
山
米
穀
畜
産

部高
山
市
問
屋
町

57番
地

高
山
米
穀
畜
産

部高
山
市
問
屋
町

57番
地

高
山
米
穀
畜
産

部高
山
市
問
屋
町

57番
地

Ｊ
Ａ
東
日
本
く

み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
国
府
中

継
基
地

高
山
市
国
府
町

三
日
町
37番
地

Ｊ
Ａ
東
日
本
く

み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
国
府
中

継
基
地

高
山
市
国
府
町

三
日
町
37番
地

み
あ
い
飼
料
株

式
会
社
国
府
中

継
基
地

高
山
市
国
府
町

三
日
町
37番
地

オ
ー
ル
イ
ン
ワ
ン

前
期

も
ぉ
～
ダ
ッ
シ
ュ

和
牛
繁
殖

は
や
ぶ
さ
前
期

は
や
ぶ
さ
後
期

君
の
里

エ
ッ
グ
パ
ー
ト
ナ
ー

17 ほ
い
く
の
健
ち
ゃ

ん れ
ん
さ
ん

H
30.6

H
30.7

H
30.7

H
30.7

H
30.7

H
30.6

H
30.6

H
30.6

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

無 無 無 無 無 無 無 無
２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
平
成
30年
８
月
31日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
平
成
30年
10月
11日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
錦
１
―
17―
１

Ｎ
Ｅ
Ｃ
ネ
ッ
ツ
エ
ス
ア
イ
株
式
会
社
中
部
支
店

支
店
長
大
中
淳

６
落
札
金
額
212,760,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
総
務
部
情
報
企
画
課
情
報
シ
ス
テ
ム
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
飼
料
の
試
験
結
果

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律(

昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号)

第

五
十
六
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
三
十
年
七
月
に
収
去
さ
れ
た
飼
料
の
試
験
の
結
果
の
概
要
を

公
表
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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事

業

の

種

類

株
式
会
社
毛
利

産
業
岐
阜
県
海
津
市

海
津
町
秋
江
字

江
東
2350―

１

株
式
会
社
毛
利

産
業
岐
阜
県
海
津
市

海
津
町
秋
江
字

江
東
2350―

１

全
国
酪
農
飼
料

株
式
会
社
東

海
工
場

愛
知
県
碧
南
市

玉
津
浦
町
２
―

８ 全
国
酪
農
飼
料

株
式
会
社
東

海
工
場

愛
知
県
碧
南
市

玉
津
浦
町
２
―

８ 全
国
酪
農
飼
料

株
式
会
社
東

海
工
場

愛
知
県
碧
南
市

玉
津
浦
町
２
―

８

株
式
会
社
毛
利

産
業
輪
之
内

倉
庫
安
八
郡
輪
之
内

町
四
郷
五
反
田

2728―
１

株
式
会
社
毛
利

産
業
輪
之
内

倉
庫
安
八
郡
輪
之
内

町
四
郷
五
反
田

2728―
１

飛�
酪
農
農
業

協
同
組
合

高
山
市
八
日
町

21―
７

飛�
酪
農
農
業

協
同
組
合

高
山
市
八
日
町

21―
７

飛�
酪
農
農
業

協
同
組
合

高
山
市
八
日
町

21―
７

施
行
に
係
る
地
区
名

グ
ラ
ン
フ
ィ
ー
ド

Ⅱ グ
ラ
ン
フ
ィ
ー
ド

Ⅰ こ
だ
わ
り
ナ
ン
バ
ー

ワ
ン

ハ
イ
ラ
ン
ド
74

マ
イ
テ
ィ
ベ
ー
ス

H
30.6

H
30.6

H
30.7

H
30.7

H
30.7

工
事
完
了
年
月
日

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

無 無 無 無 無

水
質
保
全
対
策
事
業

羽

島

５

期

地

区

平
成
三
〇
・

三
・
二
〇

○
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九

十
五
号)

第
百
十
三
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
土
交
通
省
北
陸
地
方
整
備
局
神
通
川
水
系
砂
防
事
務
所
長
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十

四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関

国
土
交
通
省
北
陸
地
方
整
備
局
神
通
川
水
系
砂
防
事
務
所

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

航
空
レ
ー
ザ
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
十
一
月
五
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
二
月
十
五
日
ま
で

四

作
業
地
域

高
山
市
、
飛�
市

○
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号)

第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
可
児
市
教
育
委
員
会
教
育
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通

知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公

示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

作
業
機
関
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可
児
市
教
育
委
員
会

二

作
業
種
類

公
共
測
量(

航
空
レ
ー
ザ
測
量)

三

作
業
期
間

平
成
三
十
年
十
月
十
一
日
か
ら

平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
一
日
ま
で

四

作
業
地
域

可
児
市

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
瑞
浪
市
釜
戸
町
の
一
部(

釜
戸
２)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
度
か
ら
平
成
二
十
二
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
瑞
浪
市(

釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
瑞
浪
市(

釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
瑞
浪
市
釜
戸
町
の
一
部(

釜
戸
４)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
七
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
瑞
浪
市(

釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
瑞
浪
市(

釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
瑞
浪
市
釜
戸
町
の
一
部(

釜
戸
５)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
三
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
瑞
浪
市(
釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
瑞
浪
市(
釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

平成30年11月16日 岐 阜 県 公 報 第２９９９号( 719 )



五

認
証
年
月
日

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
瑞
浪
市
釜
戸
町
の
一
部(

釜
戸
６)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
瑞
浪
市(

釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
瑞
浪
市(

釜
戸
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
瑞
浪
市
土
岐
町
の
一
部(

土
岐
東
部
１)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
一
年
度
か
ら
平
成
二
十
六
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
瑞
浪
市(

土
岐
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
瑞
浪
市(

土
岐
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
浪
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

岐
阜
県
瑞
浪
市
土
岐
町
の
一
部(

土
岐
東
部
３)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

岐
阜
県
瑞
浪
市(

土
岐
町
の
一
部)

の
地
籍
図

岐
阜
県
瑞
浪
市(

土
岐
町
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

平
成
三
十
年
十
一
月
十
六
日
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岐
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岐
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